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議事経緯
◆協議事項
（1）協議第１号　「１　合併の方式に関すること」・・・継続協議
（2）協議第２号　「２　合併の期日に関すること」・・・継続協議
（3）協議第３号　「３　新市の事務所の位置に関すること」・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・継続協議
主な意見
会　長 合併協議会の設置にあたり、私ども町長は是非も含めて議論して

いくことを示した。「合併の方式」については「6町を廃止し」と
提案しているように、合併協議の基本中の基本と考えている。こ
の協議項目の審議により、合併をするかしないかを決する、つま
り合併の是非を問う最も重要な内容と考える。加えて「合併の期
日」や「市役所の位置」、「新市建設計画の基本理念及び7つの方針」
も合併の是非を検討するための不可欠な項目として提案をしてい
る。この丹後6町をよりよい地域とするための手段として、合併に
ついて協議をお願いする。

委　員 現在、町の方では地方交付税、町税収入、人口、公共事業などが
減っている。合併はやむを得ないと考えるが「残るも地獄、行く
も地獄」という言葉があり、できれば天国になる方法を模索せね
ばならない。市になればよいことがあるよう努力しなくてはなら
ない。例えば久美浜病院と弥栄病院が交代で土日に診察するとか、
各地区に役に立つものを作るのもよい。本所、支所については大
宮、峰山、網野町をメインとして、分散型でやったらよいし、昔
のように旧村単位で村役場を復活させるなど、せっかく合併する
なら新しい市民が市になってよかったと思えるように考えていっ
てほしい。

委　員 基本的には合併については仕方がないと思っており、３項目には
賛成。合併は、小さなまちが大きな範囲で物事を捉えることがで
きるのがプラスだと思う。合併によりサービスが落ちる、料金が
上がるといったことは仕方がない。丹後の住民は今まであまりに
も行政に頼り過ぎていたのではないか。町民の方から行政に意見
を出していくのが当たり前で、そういう市になってほしい。提案
については早く決めていただき、住民に提示できるようにしてほ
しい。

委　員 ３案については特に反対の意見ではないが、情勢が変わり合併特
例法の緩和要件が延期されると聞いたが、そうなると３月１日の
期日を１０月１日とかできないか。また新市の事務所の位置につ
いては、分散型としてほしい。

副会長 合併特例法自体の延期はないが、人口が３万人以上であれば市に
なれるといった緩和要件の延期については政党の議論の中で出て
おり、注意深く見ていかねばならない。正式に決まったことでは
ないので、今の法律の枠内で準備を進めていかなければならない
と考える。

委　員 合併につきまして是か非かということになると、私の意見は是で
ある。住民意識調査では「海岸や海浜など美しい景観や水や緑を
生かしたまち」というのが高校生で一番であったが、これを踏ま
えると新市の中心が峰山町でいいのだろうか。国・府の機関が峰
山にあるということで本庁をということだが、果たして５年、１０
年先までその機関があるだろうか。久美浜町、網野町に持ってい
く方が、魅力的なまちづくりに対して色々な意見が出てくると思
う。

委　員 合併の期日或いは新市の事務所の位置の関係については、それほ
ど異議は申しません。個人的にはそれで賛成ではあるが、方法も
工夫しできる限り住民の意思を尊重してほしい。

委　員 合併の方式だとか期日につきましては私も原案通りで賛成。何か
大きな変化をする時には賛成も反対もあるが、総合的にプラスに
なれば変更すべきと考える。時代がどんどん変化し成長する中で、
反対をして現状維持では後退を意味すると考える。従来どおりの
６町でいった場合、何か活性化、発展が期待できるかと考えた場
合、合併はやむを得ないと考える。

委　員 提案では、６町役場を支所とするとあるが、本庁にも支所を設置
するのか。また支所、分散型についてどう考えているか。

町　長 本庁にも旧町に対応した窓口は持たせていかねばならない。本庁
には、管理部門や議会などの中枢が入っていくだろう。本庁に全
職員を配置するのはむずかしく、支所には現在の職員の半数くら
いの配置を考えている。支所では窓口業務として各種届出の受付、
証明書の発行、税務等があり、年金、商工観光、農林水産、健康
医療、介護、水道なども窓口として相談等を行うほか、災害対応
などを考えている。地域審議会等も支所で行う課題と考えており、
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支所機能をうまく活用することが合併のデメリットを少なくし、
住民サービスにつながると考えている。また、部制を敷く上では、
本庁機能も峰山町役場だけではなく大宮町、網野町役場が補佐し
ていく方向を考えている。

委　員 具体的な分散型の機能、支所の機能はどうか。
町　長 増築しないことを原則としているので、峰山町役場では住民に直

接対応する窓口を入れると、容量的に議会、総務、企画、財政の
管理部門くらいしか入らない。今府が行っている生活保護を含め、
福祉事務所を設置しなければならない。市民部や事業部、教育委
員会の本庁機能は他の役場に持っていくという分散型とし、６町
均等に分けるのではないが、一極集中はしない。合併した後合理
的でないということであれば、その時検討していかねばならない
が、とりあえずこういう形で出発するのがよいと考えている。

委　員 合併の是非につきまして、大方が合併ということの中で話がされ
たというふうに認識をしているが、もちろん私自身もそういった
考えを持っておるものの1人である。周辺部が寂れないよう、また
協議会での計画を監視する意味でも、地域審議会を設置し、地元
の声が届くシステムについて考えてほしい。

委　員 「方式」「期日」については原案通りで私は賛成をしている。住民
は、自分のまちの役場がどうなるか心配している。本庁・支所の
関係、部の機能、支所の機能、それに支所の名称や部をどこに置
くかなど明確化されていれば意見が出てくると考えるので試案を
出してほしい。

会　長 現在、職員の残し方について考えるよう部会の方には指示がして
あるが、支所長にどれくらい権限を与えるべきか、部長と支所長
関係などむずかしい面がある。

委　員 住民・福祉・教育小委員会で学校問題等を協議しているが、支所の
関係と併せて新市の教育行政のあり方を描かないと話が発展して
いかない。

会　長 教育については、まだ６町の教育長との協議ができておらず、早
急に協議をしていきたい。

委　員 新市建設計画策定小委員会以外の小委員会にも、新市建設計画に
ついて意見を聞くようにしてほしい。また、町長にも小委員会に
出ていただき、雰囲気を知ってほしい。

委　員 合併協議会の場であからさまに合併に反対だという意見を聞かな
いが、私も合併については反対という意見は持っていない。最近、
合併反対の看板が目立つようになっており、反対派の意見の中に
も新しいまちづくりのヒントが隠されていると思うが、そういっ
たものをどうやって吸いあげるのか。

会　長 住民説明会の場で反対意見をかなりひろえるだろうと思っている。
委　員 合併の是非もということだったので、私は協議第1号2号3号とも基

本的には賛成です。本庁・支所の関係では、行政サービスの低下
が心配されていると考えるが、こうした苦情等の処理を迅速に行
うため、新市移行後に行政１１０番的な課を設けて、６町の円滑
な行政推進を進めていただけたらと考える。

委　員 消防団と丹後広域消防との兼ね合いについてどう考えておられる
のか。今結論がだせるものが調整結果において新市に移行後調整
というのが多いと感じる。社協、商工会等の合併に向けた動きも
この場に出していただきたい。

町　長 形の上では、消防団は常備消防の指示を受けることになっている
が、実際の火災では資機材等の多い消防団に頼るところが大きい。
商工会の動きは聞いていないが、社協、シルバー人材センターは
法的に一つの市に一つということで検討されている。

委　員 合併の方式は対等合併で賛成。期日については、せっかくするな
ら市になれる機会をのがさないように平成１６年３月。位置につ
いては新市になって情勢が変われば建替えを考えるなど、今日現
在のところでは原案に賛成。この３つについて早く決めないと協
議会自体の協議が進んでいかないのではないか。

会　長 住民説明会に回り、住民の意向を把握した上で、次回の協議会で
合併の是非を問いたい。

委　員 この合併の問題につきましては私も大賛成で、今後もできるだけ
協力をしながら頑張っていきたいと思う。住民の意識は道路に左
右されていると考える。

会　長 京都府にも国土交通省にも要望してあるが、すぐに実現できない。
委　員 財政問題、負担やサービスについて篠山市は失敗例と言われてい

る。丹後は負担は低くサービスは高くといった理想を追うのか、
住民にも負担をしてもらいサービスを維持していくのかといった
ことに、合併協議会として一定の確認がいるのではないか。

会　長 サービスは高い方にあわせていきたいが、負担については低くで
はなく、各町の平均を出し中ほどとせざるを得ないと考えるので
ご理解をいただきたい。

委　員 新市の名称を募集中だが、旧町名は○○市○○町のように使われ
るのか。

会　長 活用する方法も含め、今後協議をしていきたい。

第5回合併協議会（議事概要） 第5回合併協議会（議事概要） 

（文責　峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会事務局）
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場
を
活
用
す
る
分
散
型
の
構

想
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

ス
ル
乃

む
ず
か
し
い
と
こ
ろ
ね
。
行
政

改
革
を
前
面
に
出
す
と
、
サ
ー
ビ

ス
低
下
と
い
っ
た
不
安
が
出
て
く

る
だ
ろ
う
し
、
か
と
い
っ
て
住
民

意
識
調
査
で
は
行
政
経
費
の
削
減

に
対
す
る
期
待
が
大
き
い
し
ね
。

ベ
ン
太

こ
の
前
の
総
務
・
企
画
・
議
会

小
委
員
会
で
は
、
各
町
の
消
防
団

の
こ
と
も
協
議
さ
れ
た
ら
し
い
け

ど
、
ど
う
な
る
だ
ろ
う
ね

ス
ル
乃

消
防
署
が
で
き
て
十
五
年
く
ら

い
経
つ
け
ど
、
や
っ
ぱ
り
身
近
な

と
こ
ろ
に
地
域
の
消
防
団
が
あ
る

と
安
心
す
る
わ
ね
。

ノ
コ
ち
ゃ
ん

こ
の
前
、
消
防
団
の
お
兄
さ
ん

た
ち
が
私
の
家
の
近
所
で
訓
練
を

し
て
く
れ
て
、
私
も
消
火
器
を
使

っ
た
消
火
訓
練
を
し
た
わ
。

ベ
ン
太

わ
し
も
、
若
い
時
は
消
防
団
員

と
し
て
、
地
域
の
生
命
・
財
産
を

守
る
た
め
に
が
ん
ば
っ
た
ー
で
。

で
も
、
近
頃
は
若
い
者
の
数
が
減

り
、
団
員
定
数
に
満
た
な
い
町
が

あ
る
ら
し
い
わ
。

ユ
メ
夫

人
口
流
出
の
続
く
地
域
で
は
、

五
十
歳
代
の
現
役
消
防
団
員
が
い

た
り
、
あ
る
町
で
は
昼
間
の
消
防

団
員
人
口
が
五
割
を
切
る
町
が
あ

っ
た
り
し
ま
す
。

ス
ル
乃

ゆ
く
ゆ
く
は
現
状
に
合
わ
せ
て

考
え
て
い
か
な
い
と
ね
。
こ
れ
に

は
、
丹
後
広
域
消
防
組
合
の
あ
り
方

や
地
域
と
の
関
係
が
あ
る
も
の
ね
。

ユ
メ
夫

「
自
分
た
ち
の
ま
ち
は
自
分
た

ち
で
守
る
」
と
い
う
基
本
理
念
の

上
に
立
つ
消
防
団
で
す
が
、
各
町

と
も
消
防
団
員
の
確
保
に
は
大
変

苦
労
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
若

い
人
の
少
な
い
地
域
な
ど
の
自
主

的
な
防
火
啓
蒙
・
初
期
消
火
と
い

う
こ
と
も
考
慮
に
入
れ
、
今
後
そ

の
あ
り
方
を
考
え
て
い
か
ね
ば
な

ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

5
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十
月
二
十
三
日
開
催

第
五
回
合
併
協
議
会

◆
合
併
の
方
式
に
関
す
る
こ
と
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
継
続
協
議

◆
合
併
の
期
日
に
関
す
る
こ
と
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
継
続
協
議

◆
新
市
の
事
務
所
の
位
置
に
関
す
　

る
こ
と
・
・
・
・
・
・
継
続
協
議

十
月
十
日
開
催

住
民
・
福
祉
・
教
育
小
委
員
会

◆
介
護
保
険
の
取
扱
い
に
つ
い
て

（
そ
の
二
）

介
護
保
険
料
、
減
免
・
徴
収
猶
　

予
基
準
、
受
給
者
管
理
等
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
確
認

◆
社
会
教
育
の
取
扱
い
に
つ
い
て

（
そ
の
三
）

社
会
教
育
推
進
の
重
点
、
青
少

年
・
障
害
者
・
成
人
等
社
会
教

育
、
成
人
式
・
・
・
・
・
・
確
認

◆
自
由
討
論

幼
保
一
元
化
、
協
議
会
の
継
続

協
議
事
項（
方
式
・
期
日
・
位
置
）

に
つ
い
て

十
月
十
日
開
催

建
設
・
産
業
小
委
員
会

◆
農
林
水
産
業
の
取
扱
い

逆に幼稚園は入園者の減少でたくさん廃園とな
っており、この施設を保育所のように使えない
かというのが発端である。丹後では、保育所施
設が足らないのではなく、未満児保育に欠けて
おり、年長児には空きがある状況。丹後では、
幼稚園を保育所のように利用しなくても、保育
所の内容を充実させた方がよい。また、合併す
れば、現在の２幼稚園に６町から通えるように
なるので、幼稚園は選択できるものとして充実
させたらよいと考える。

委　員　延長保育など、保育所の充実が図られるのなら、
保育士の質の向上というのも大きなテーマであ
り、対策をとるべきと考える。

・合併基本項目（方式、期日、位置）について
主な意見
委　員　事務所の位置の提案は峰山町役場だけとし、支

所を置くということについては現行を維持する
だけの中味だから削除すべきである。

委　員　本庁のあり方については、小さい本庁、大きな
支所ということを基本に考えていただきたい。

委　員　この３項目については提案どおりで賛成する。
特に位置については地理的にも距離的にも峰山
町でよいと考える。

委　員　本庁の位置については提案どおりでよいと考え
るが、支所ということを提案から削除すると住
民も不安に思うのではないか。支所機能、分庁
舎方式などの問題については別の議論が必要と
考える。

委　員　支所機能は重要である。窓口業務だけではだめ、
支所で財政的にも結論が出せるような、本庁並
みの機能がほしい。

委員長　調整結果は「新市に移行と同時に調整して、一
元化の方向で実施する」とする。

（3）自由討論　　
・幼保一元化について
主な意見
委　員　幼保一元化について、新市としてどうしていこ

うと考えているのか。
委　員　幼保一元化については、せっぱつまった問題で

はなく、将来に向けて勉強していこうとするも
のと考えている。

事務局　こうしたことを一つの知識として、新市の建設
計画の中に「導入を検討」とかいった意見を出
していただきたい。

委　員　伊根町は、今度合併後には他施設に転用できる
ように役場を新築されるということだが、来年
保育所の統合をされる大宮町、久美浜町では、
そうした考えがあったのか。

委　員　久美浜町では、審議会の答申を受け統合を決め
たもの。親の会、地域の区長会等への説明会も
実施し、７つの保育所を３つにするが、久美浜
町では幼稚園がないので、幼保一元化について
は深く議論していない。

部会長　大宮町でも保育所が８つあるが、その中でもへ
き地の保育所は４０人定員で１０人を切るとこ
ろも出てきた。建物の老朽化、少子化対策とし
て大宮町の南側に統合を考え、保育所数を全体
で２つとする計画で、０歳児保育、朝や夜の早
延長保育、広域的な入所など保育の中味を高め
てほしいという保護者のニーズに応えた。

委　員　幼保一元化の問題は、女性の就業形態の変化か
ら、保育所はニーズの高まりにより施設不足、

（
そ
の
五
）

生
産
調
整
対
策
及
び
そ
れ
に
係

る
補
助
事
業
、
町
独
自
事
業
等

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
確
認

◆
自
由
討
論

協
議
会
の
継
続
協
議
事
項
（
方

式
・
期
日
・
位
置
）、
新
市
建
設

計
画
（
中
間
案
）
に
つ
い
て

十
月
十
七
日
開
催

総
務
・
企
画
・
議
会
小
委
員
会

◆
消
防
団
の
取
扱
い

現
団
員
数
を
新
市
の
定
数
と
し

平
成
十
六
年
四
月
一
日
付
け
で

新
市
消
防
団
と
し
て
再
編
す
る

が
、
新
市
移
行
後
一
定
期
間
内

に
見
直
し
を
行
う
等
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
継
続
協
議

◆
自
由
討
論

地
域
審
議
会
、
協
議
会
の
継
続

協
議
事
項
（
方
式
・
期
日
・
位

置
）、
新
市
建
設
計
画
（
中
間
案
）

に
つ
い
て

十
月
十
七
日
開
催

新
市
建
設
計
画
策
定
小
委
員
会

◆
新
市
建
設
計
画
に
つ
い
て
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
継
続
協
議

◆
自
由
討
論

協
議
会
の
継
続
協
議
事
項
（
方

式
・
期
日
・
位
置
）、
新
市
建
設
　

計
画
（
中
間
案
）
に
つ
い
て
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部会長 各町の教育長と相談の上の調整結果となってい
る。

委　員 成人式の日程について大宮町議会で事前に勉強
会をしたが、新市でひとつの会場とすると会場
も限られ大幅に参加者が減るのでは、また父兄
等も一緒に入れる会場があるのか、それに成人
式が中学校の同窓会的なものになっており、ひ
とつの会場ではどうかといった意見が出てい
た。

委　員 地域に根ざした社会教育、新しい歴史を産む新
市での社会教育をめざしてほしい。成人式は同
窓会的というのも事実だろうし、全国的にその
意義が問われているが、成人式を祝うというこ
とを意義あるものするにはどうしていったらよ
いか。

委　員 介護保険などは料金等の統一ということで一元
化でよかろうが、社会教育は各地域の創意工夫
でやられている。成人式については形骸化、同
窓会的になっているのではといったことだが、
無理に一緒にするのではなく、新市になって一
緒にやろうという声が上がるまで待つべきと考
える。

委　員 社会教育は、どのような組織体制、職員体制で
やっていくのか。このような問題は、新市建設
計画策定小委員会にまかせないとできないの
か。

部会長 事務局体制、組織・機構については教育長会で
論議されている。

委　員 成人式は、基本的に一箇所でよいと考えるが、
該当者がすべて入れる会場を用意すべきで、会
場がないのなら２箇所に分かれてもしょうがな
いと考える。しかし、合併ということを考える
と、６箇所でやるというのはいかがなものか。
また開催時間を午後にしたのはどういうこと
か。

部会長 該当者数から最大出席数を考えると、丹後文化
会館でもむずかしいと考える。実施期日につい
ては６町の間をとったもの。時間については、
参加者の準備等を考えてのこと。

委　員 一堂に会して行われるのが基本だと考えるが、
家族の方が一緒に祝うということも大事なの
で、人数的に入れないのなら２会場でもやむを
えないと考える。将来的に少子化が進んだり、
新会場が建設されるのなら解決すると思う。開
催日程については、各町それぞれの事情で今ま
でやってこられたと思うので、何らかの形で参
加者の意見聴取をした方がよい。

部会長 開催日程まで踏み込んだ調整結果ではあるが、
実施日の部分はカットしたらよいか。また、現
在の開催日は６町で３通りあるので、アンケー
トを実施するなりして集まりやすい日に設定す
べきと考える。平成１６年３月１日が合併の目
途であり、これからすると平成１７年実施の成
人式からの調整となる。

日　時 平成14年10月10日（木）AM9：30～PM0：15
場　所 アグリセンター大宮
出席者数 14人
主な議題
（1）協議第１号　19-17 介護保険の取扱いについて
（2）協議第２号　19-22 社会教育の取扱いについて
（3）自由討論　　幼保一元化、合併基本項目（方式、期　

日、位置）について
議事経緯
◆委員長あいさつ
◆会議成立確認
◆議事
（1）協議第１号　19-17 介護保険の取扱いについて・

・・・・・・・・・・・確認
主な意見
委　員 サービス供給量により各町保険料が違うが、調

整結果には「合併前に事業計画を策定し、一元
化に調整の上、新市に移行」となっており本当
に可能か。

部会長 保険料やサービスの供給量については６町で一
本化する必要があり、平成１６年３月を目途と
すると、国・府の予算を考え来年１０月くらい
には算定を終えなければならない。なお、来年
度からの第２期（１５,１６,１７年度）の計画
ということで、現在各町とも第１号被保険者所
得段階については、現行の５段階から６段階で
進めている。保険料の算定についても、一定同
一歩調をとる方向で調整している。

委　員 利用者負担減免で、弥栄町を除く他の５町は対
象者について収入額４２万円以下ということに
なっているが、どういうことか。

部会長 減免措置については、弥栄町は対象者を広くひ
ろっているということ。調整結果にあるとおり
網野町に合わせると、弥栄町は対象者が若干減
り、峰山町、久美浜町は若干増えることになる。

（2）協議第２号　19-22 社会教育の取扱いについて・
・・・・・・・・・・・確認

主な意見
委　員 青少年教育、高齢者教育などの社会教育は、一

元化せずに地域特性を活かしたものであってほ
しい。成人式については、開催日は「成人の日
の前日の、日曜日の午後」となっているが、参
加者等にアンケートして決めたらよい。

部会長 社会教育については、地域特性を考え取捨選択、
集約、総合化するなど、一元化は考えていない。
成人式については、アンケート等も必要と考え
る。

委　員 調整結果のとおり、新市の「社会教育推進の重
点」を決めるのが第１である。成人式の日程の
調整結果に至った経緯はどうなっているか。
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えると、距離的にも消防団が不用になるといっ
たことはない。

委　員 「一元化に調整の上、新市に移行する」とは調
整後もう一度この場に出てくると理解している
がどうか。報酬など新市で調整されるのか。

部会長 組織以外については新市になるまでに調整をす
る。最終的には３月末までの報酬・手当てにつ
いては現行のまま、４月１日より新たな報酬・
手当てという形で調整せざるをえないと考えて
いる。金額については合併合意までにできるな
ら報告させていただく。

委　員 交付税の積算で、消防団の組織体制は４割の交
付税積算の範囲を遵守されるのか。

部会長　常備６割、消防団４割というのは常備消防設置
時の数字で、現在は交付税算入は７割強を常備
の方に持っていっている。

委　員　団員の報酬にしても、できるだけ一定の目安を
出してこないと全体が見えてこない。

委　員　調整するということは事務局におまかせするの
か。

委　員　ある程度調整案が提示されての確認だと思う。
委員長　消防団の取扱いについては重要な項目なので、

継続協議とする。
（2）自由討論　地域審議会、合併基本項目（方式、期日、

位置）について
主な意見
委　員　地域審議会は、現在の６町に設置しようとすれ

ば設置できるのか。またこれは議会の議決が必
要だが、設置に関して各町単位で勝手にできる
のか、協議会で協議するのか、またどこまで決
めておくのか。

事務局　他府県の例では、設置するかしないかは、合併
協議会の協定項目になっています。合併協議会
で設置を決め新市において設置条例が決められ
ます。また先進事例では、協議会として設置の
形、地域審議会での協議項目、構成員などが決
められている。

委　員　部会では、地域審議会を設置せず区長会を位置
づける方向という話だったが、委員の方からは
地域審議会の設置を望む声が多い。その後どの

ように話し合いが行われたのか。
部　会　現在、町長会で協議されているが、その結果を

待って協議したい。
委　員　私の町では区長会は全員男であり、地域の様子

が全てわかるとは思えない。老人会、婦人会、
商工会もあれば町会議員さんもおられ、地域の
ことについては良くご存知である。地域審議会
は法的に認められた組織であるので、区長会よ
りも責任が重い組織と考える。新しい市長に地
域の実情を知ってもらうため、６つの地域に審
議会を設けて、建設計画が絵に書いた餅になら
ないようにしてほしい。離れた地域の委員とし
て、是非とも地域審議会を作ってほしい。

委　員　合併基本４項目を決めたら是非を問うたことに
なると言われているが、住民に是非を問うため
に決めるのではないか。

委員長　協議会では、新市の姿について協議しており、
これを住民説明会に持って行き賛同を得ること
と考えている。

委　員　住民説明会を実施して、住民の意見を聞くこと
は基本だが、方式、期日、位置といった重要３
項目が決まれば合併は是だと考えている。

委　員　協議会で重要３項目が決まれば合併は是である
とは考えておらず、そのことを含めて住民に合
併の是非を問うことだと思っている。

委　員　当初から、協議会としての結論を出して、住民
に図ったらよいと言ってきたが、何も決まって
いない状態の中で住民にどう説明していくの
か。

委　員　合併は最終的には議会が決めるが、現在協議の
項目は全て是非を協議していると考えており、
今後出てくる重要な項目で非になるかもしれな
い。

委　員　合併後の市長・市会議員選挙の選挙管理委員
は、どういった形で選ばれるのか。

事務局　新市長が誕生するまでは、現在の６町長の中か
ら１人を職務執行者として選出する。選挙に
ついては、６町の選挙管理委員の中から職務
執行者が任命し暫定の
選挙管理委員会で選挙
を実施する。
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いか。
部会長　定数により退職金や公務災害の掛け金が決まっ

てくるので実態に即したものがよいとの結論と
なった。

委　員 組織の調整結果について、「合併時に現行のま
ま移行する」という１ヶ月のことが出ていない。
団長会の中で、消防団体制についてどんな意見
が出ていたか。団員の報酬について、一元化と
いうのはどういったところで決まるのか。また
定数について一定期間内に見直しとなっている
が、いつごろを考えているのか。

部会長 ４月１日付けで一本化したのは、毎年入退団が
２５０人前後あろうかと思うが、このため３月
の上旬は団員確保に苦慮している時期で、新卒
者の勧誘がやりやすいので４月１日としてい
る。また、平成１６年３月の１ヶ月については
従前の指揮命令系統が一番最良と考えた。２月
末での退団ということになると、表彰関係や退
職金について年数不足などの影響が出てくるた
め、年度末まで現行どおりとしたい。報酬につ
いては結論は出ていないが、財政との関係もあ
り、現在出ている額を上回ることは許されない
と考えている。しかし、活動内容の違いにより、
安易に同規模の市と比較することはできないと
考える。定数の見直しの時期については、４月
１日の新体制に入ってから次の任期までに結論
を出していただきたいと思っている。

委　員 広域消防組合設置時に大幅に組織再編を行い、
またそれに際して自警団を組織されたところな
どがあると思うが、この場合地域に対する資機
材の払い下げに伴う維持管理費の支給などにつ
いても見直し時に検討されるのか。

部会長 自衛消防の組織編制は大きな課題となっている
が、今後防災関係の中で提案したい。

委　員 私の集落では、昼間の消防団員がほとんどいな
い。火災時には一般の協力なしには消火できな
い。こういったことも含めて、定数等が考えら
れているか。弥栄町では今年ポンプ車を更新す
るが、この時期に更新するのはどうか。消防署
との協議はどうなっているのか。市になり広域
消防組合があり、消防団があり自警団があると
すると何か住民負担が増えることも考えられる
ので、消防団の資機材の充実も踏まえ体制につ
いて考えていただきたい。

部会長 現員数を定数とするというのは、現組織を引き
継ぐということで自警団とは関係ないが、移行
後一定の見直しの時には考慮していかねばなら
ない。資機材の更新は、万が一を考え合併に関
わらず更新時期には更新していかねばならな
い。再編時には自警団に払い下げるなど、こう
した資機材が無駄になることはないし、資機材
の充実は６町共通の願いである。広域消防組合
が設置されたからといっても、現在の分署を考

日　時 平成14年10月17日（木）ＡＭ9:30～AM11：58
場　所 峰山町役場
出席者数 13人（欠席1人）
主な議題
（1）協議第１号　19-6 消防団の取扱い
（2）自由討論　　地域審議会、合併基本項目（方式、

期日、位置）について
議事経緯
◆委員長あいさつ
◆会議の成立確認
◆議題
（1）協議第１号　19-6 消防団の取扱い・・・継続協議
主な意見
委　員 平成１６年４月１日付けで、６町消防団をひと

つとして新市消防団として再編するということ
だが、３月末まで現行体制とはどういうことか。
３月１日に合併するとしたら、町はなくなるの
で○○町消防団はなくなると考えるが、出動や
公務災害、旧町名を使う場合、法的なことも含
めどう考えているのか。また、町がなくなるの
に○○町消防団とはいかがなものか。

部会長 平成１６年３月の１ヶ月間については、町はな
くなるが６つの消防団は市に組み込まれるの
で、現実的に市の中に６つの消防団が存在する
ことになる。現に舞鶴市には消防団が２０団あ
る。名称については制限がなく、地名を使って
も問題はないし制度的にも問題はなく、５年で
も１０年でもそのままの組織でいくことも可能
である。市の消防団の名称は４月１日から付け
ることを今回提案している。１ヶ月間について
は、それぞれの消防団の出動体制や報酬額とな
るが、やむを得ないと考えている。

委　員 新市の消防団の新しい組織については、３月１
日からか４月１日からか。

部会長 消防団では、４月１日の入退団が慣例化してお
り、消防団長については３月１日付けで新市長
から任命を行うが、新しい組織体制は４月１日
からとしたい。委員の方々の議論を踏まえ、調
整案については４月１日より「新市消防団とし
て発足する」から「新市消防団として再編する」
に変更したい。

委　員 消防団員の手当は、所得税の課税をどうされて
いるのか。

部会長 峰山町では団員報酬は分団長への振込みとなっ
ており、団員への支給方法については活動の仕
方も違うため様々である。税金については５万
円以上の報酬について７％の課税をするよう税
務署から指導されている。

委　員　「現員数を定数とする」となっているが、各町
の現定数を新市の定数とするのがよいのではな
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と考える。６町間の国・府・町道を含めたア
クセスに関する検討が必要ではないか。

委員長　各町の道路整備について、どうするかは今
後十分検討したい。

町　長　京都縦貫道、高規格道路などと新市へのア
クセスについて、水戸谷峠などまだ未整備
となっている部分があり京都府の方に要望
していきたい。

委　員　高齢化社会の中で、道路問題と一緒に病院問
題など新市計画において、将来の医療体制を
住民に一定の形で示す必要があると考える。

副委員長 せっかくいい病院が２つあるから、それを
核とした地域包括医療体制が組めないかと
考えている。２ブロックに分け、福祉・医
療・健康を一括できるようなシステム作り
を新市計画の中で検討したい。

町　長　国では病院について独立行政法人化すると
いうような話がでている。今すぐではない
が、合併後に新市で検討すべく明記してい
かねばならないと思っている。

委　員　事業課を支所に残すということだったが、
どこまでの権限を委譲するのかが問題では
ないか。また新市建設計画で一番最初にや
らなければならないのは道路だと思う。６
町の利便性・交流を考えると、住民の距離
感をなくすことができれば、ある程度の問
題は解決できるのではないか。

委員長　事業系の課の予算の問題、本庁と支所の関
係も研究し検討していきたい。

委　員　道路について問題となっているが、府内の
合併協議会の第１号として、またわれわれ
も一丸となった姿を持ってあがり、京都府
には配慮をしていただきたい。

京都府　京都府としては、合併は地域づくりの有力
な手法のひとつとして、自主的・主体的な
動きに期待をしている。議論が活発化・具
体化する中で話がまとまり、地域づくりの
イメージと一緒に持ってきてもらえば、検
討していかねばならない段階にきていると
考えている。

委　員　本所・支所の関係で、ゾーニングにマッチ
した支所機能ということをみんな考えてい
るようだが、支所をアンテナとしてネット
ワークを持たせることを考えないと、各町
の特徴を活かすことで逆にひとつになれず
単独町でやればよいということになってし
まう。道路も観光協会もネットワークのひ
とつ、いかにスムーズな効率的なネットワ
ークを作っていくかということが必要と考
える。

委　員　新市建設計画の中間案に行財政基盤の確立
が出ていない。また交付税積算との関係で、
常備、非常備消防についてどちらを充実さ
せていくのか。

委　員　広域消防組合について、消防団との関係も
含め一定の見直し、再構築が必要ではない
かと考える。また新市になり、はしご車等
の購入問題も出てくると考える。

委　員　区長制の問題、また地域審議会設置の問題な
ど住民の気持ちを吸い上げたり配慮したり
しなければ理解が得られないのではないか。

委員長　住民の意見を吸いあげる機関として、区長
制度、地域審議会などの整備が必要ではな
いか。

委　員　新市になるのだから、６町がひとつのまち
としての個性を持たないと意味がない。不
況により若者の定着率が下がりスポーツの
活発化がなくなっており、産業の活性化が
必要と考える。またスポーツ施設など、６
町が一堂に会する場として、箱物をたくさ
ん作れというのではなく、峰山の途中ヶ丘
陸上競技場、野球場のように、それぞれシ
ンボル、ステータスといった施設を作って
いかねばならないと考える。高齢化人口の
増加を考えると、公務員をたくさん増やす
必要はないが、自律的な市民参加によるま
ちづくりということから、ボランティアの
ネットワーク作り、またそれに対する行政
支援は必要と考える。

委　員　新市建設計画を協議する中で、財政計画に
ついてはいつごろでてくるのか。

事務局　行財政改革、行財政基盤の確立は基本理念
の記述にはないが、いずれかの段階でこの
場に出していきたい。財政計画については、
合併後の事業について特例債等を含め作っ
ていかねばならないが、半年以上先のこと
となると考える。

委　員　住民説明会を実施されるのなら、７つの基
本方針の下に事業まで入っていればわかり
やすいと考える。

委　員　成人式は一箇所でできる建物が作れればよ
いが、地域ごとにやるのがよいと考える。
都会の成人式では誰が誰やらわからないと
いうこともあり、地域で育ててくれた人と
祝い、そして同窓会的で故郷を感じさせる
雰囲気を残した方がよいと考える。

委　員　住民・福祉・教育小委員会の中でも、入れ
る施設がないのなら
分散型もやむなしと
の提案もあった。
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とになるのか。
委員長　事業系の課はできるだけ支所に残したい。

それには地域把握のための職員の配置を基
本に検討している。

委　員　建設・産業小委員会から出ていたゾーニン
グにマッチした支所とすると、拠点をどこ
におくかわからないが、例えば水産観光に
してもその拠点まで足を運ばなければなら
なくなるといった不安を持つ。

委員長　部制を置くとして、部のあるところには多
少職員は多くなるが、その他の支所にも職
員を配置して機能していく状態を考えてほ
しい。

委　員　本所・市所間は光ファイバーで結ばれると
考え、事務的には支障がないと思うが、以
前ＣＡＴＶを取り入れるような話を聞き、
丹後のような広域では必要と考えているが
どうか。

委　員　聞くところによると従来型のＣＡＴＶはも
う時代遅れで、ＩＴ関連で通信を主体にし
た、もっと進んだ形のものがあると聞いて
いる。費用など知っていれば教えてほしい。

委員長　試算すると従来型のＣＡＴＶは７６億円ほ
どかかる。テレビを含む通信を主体とした
新しいシステム（ＦＴＴＨ）はこれよりか
なり額が増えると聞いているが、現在前向
きに検討中である。

委　員　地域に早く情報を伝え、またそこから発信
していくというように、先取りして全国か
ら視察が来るくらいの電子自治体を確立し
てほしい。また地域の声、計画の進行を見
守るためにも地域審議会の設置を併せて考
えてほしい。

委員長　地域審議会についても前向きに検討してい
る。

委　員　ゾーニングの図を見ると、真ん中に網野、
峰山、大宮町があり、ここら辺を中心と考
えたらどうか。あまりに分散すると逆に住
民にとっては不便となるので、この３町を
中心にとすれば便利ではないか。また福
祉・健康・医療体制などは、西を久美浜町、
東を弥栄町が受け持つとしたらどうか。

委　員　支所を残すと合併の意味がないと住民の
方々に思われる恐れもあり、多少は不便で
あっても一緒になるんだという意識の中で
は、本庁のみといったこともあるべき姿で
はないか。

委　員　地域の利便性・活性化を考えると道路整備が
一番大切な問題で、合併により距離感をなく
することは住民に対するインパクトが強い

日　時 平成14年10月17日（木）PM1：30～PM2：50
場　所 峰山町役場
出席者数 19人（欠席1人）
主な議題
（1）協議第１号　新市建設計画について
議事経緯
◆委員長あいさつ
◆会議の成立確認
◆議題
（1）協議第１号　新市建設計画について

新市建設計画の具体化に向けた小委員会での協議・自由討論より

◎総務・企画・議会小委員会委員長報告
・合併が広域で行われることから、地域審議
会の設置を希望する。
・非常備消防について、消防活動の充実、特
に昼間における体制の整備や資機材の充実
を強く望む。

◎住民・福祉・教育小委員会委員長報告
・女性の社会進出の拡大や子育て環境の変化
などを背景とした「就学前教育の充実」や
「保育環境の充実」を望む。
・新市において、エンゼルプランを早期に策
定されたい。
・図書館を含め、生涯学習の場の充実を図ら
れたい。

◎建設・産業小委員会委員長報告
・ゾーニングにマッチした市役所組織の整備
・他地域との交流を豊かにするための道路整
備
・市域の交流や役所とのアクセスのための道
路整備
・「農業振興に関する計画」について、新市
における計画づくりにおいては、各地域の
特性を踏まえ、これを生かすよう努力され
たい。
・人材育成や中小企業の研究開発に係る支援
体制等、新しい市の産業活性化を図る施策
の充実を検討されたい。

主な意見
委　員　本所・支所については、ゾーニングにマッ

チしたものとして、水産や観光など各独立
したものを持つのか、本庁の小型というこ
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かもしれない。また水道の断水での迅速な対応など、
支所機能をどのように考えておられるのか。

委　員　本庁には総務、議会を置き、後は新市建設計画のゾー
ニングにあるように、網野町には観光水産、久美浜に
は農業、医療は弥栄、大宮は産業というように拠点づ
くりをしてほしい。支所は、住民の不便さを解消する
ためにも、ある程度責任を持たせるように、現役場を
活用するのがよい。期日や方式については異論はない。

委　員　平成１６年３月１日に合併する場合、それまでの１１
ヶ月間の決算はだれが承認するのか。

事務局　平成１５年度決算は２月末で行われ出納整理期間はな
い。従って、年度末に入る補助金等の収入がないため
６町とも赤字決算となり、新市の３月の１ヶ月間の決
算には２ヶ月の出納整理期間があり、補助金等の収入
で黒字決算となる。この赤字決算と、新市の黒字決算
が合わせて１５年度の決算となり、新市の議会で審議
される。平成１６年度４月からの予算については、人
件費や扶助費など義務的経費を中心とした暫定予算を
職務執行者が専決処分で決める。

委　員　全国的には、丹後と聞けば天の橋立や宮津、舞鶴しか
イメージできない。丹後には海を利用した観光産業し
かないと思う。建設計画にこういった柱を持たせ、こ
れを振興させることにより農業、商業が潤うというこ
とを考えていかねばならない。そういったことから、
新市の名称には海をイメージしたものがよいと考える。
中間案ではなく、そろそろ最終案を立てる時期に来て
いる。

委　員　新市建設計画策定小委員会に全てをまかせておいてよ
いのか。もっと他の小委員会でも意見を出し、提案さ
れる計画に反映させていかなければならない。

委　員　中間案を持って説明したのでは、住民もイメージがわ
かないのではないか。支所機能についても先進事例が
あるが、それが当てはまるとも限らないので、もっと
ここで意見を出した方が、住民に見えやすいものがで
きるのではないか。

委　員　図の方に、広域道路として整備中の網野・岩滝線や峰
丹線、各町間のアクセス道路を入れてほしい。

委　員　新しい市になった場合、身近に市を感じてもらうため
に、各町持ち回りで市議会を開くなど支所機能は大事
である。

委　員　支所について、事務局構想が何か聞けないか。
助　役　現在はかなりな職員数があり支所への配置はできる

が、人員整理をしていくといずれ見直しをしなければ
ならなくなる。今、合併時に各支所にどれくらいの職
員を残すかが議論となっている。

委　員　「事務所の位置」の提案時には支所機能についてでき
ていなければおかしいと思うが、支所の事務と本来本
庁に置くべき事務をどの支所に置くかということを早
急にやってほしい。

委　員　この協議会のシステムでは、首長と委員の意見のキャ
ッチボールができていない。委員の意見がどこまで伝
わっているのかわからない。内容によっては各小委員
会に首長も出席するなど、意見交換の場がほしい。小
委員会の気持ちをもっと分かってほしい。また、海ば
かりを前面に出すのではなく、丹後には世界に発信し
ている企業もあるので、もっと商工関係に目を向ける
など、この小委員会でもよりよい議論ができればよい。

委　員　本所、支所については光ファイバー等を設置すること
により、分散型に持っていったらよい。

委　員　最近、市になるための要件について、平成１７年３月
末まで延長される話を聞いているがどうか。

事務局　政党内の議論として報道されているのは承知してい
る。

委　員　町立病院や各町保有施設など補助金の明確化をして、
民間委託も視野に入れた経営面を考えていかなければ
と思う。

（文責　峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会事務局）

日　時 平成14年10月10日（木） PM2：30～PM4：31
場　所 あみの図書館
出席数 12人（欠席2人）
主な議題
（1）協議第１号　19-28 農林水産事業の取扱い（その５）
（2）自由討論　合併基本項目（方式、期日、位置）、新市建設

計画の中間案について
議事経緯
◆委員長あいさつ
◆会議の成立確認
◆議事
（1）協議第１号　19-28 農林水産事業の取扱い（その５）

・・・・確認
主な意見
委　員　合併すると、各町にある水田農業推進協議会も一つの

組織となるのか。
部会長　今の流れでは、生産調整は面積配分から数量配分にな

り、個人割り当てになると言われている。個人配分に
なった場合、この組織が必要あるかどうか検討しなけ
ればならない。また、この組織は生産調整だけの協議
会ではなく農業振興に係る協議会に変わっていくので
はないか。

委　員　生産調整の取り組みの中で「集落単位」となっている
が、これは区を指すのか農事組織を指すのか。

部会長　大きく言って区ではあるが、区の組織の中に農会長が
あるところはそちらにお願いしており、営農組織には
お願いしていない。

委　員　平成１６年頃に順次生産調整の制度は廃止されると聞
いているが、これに関わる補助事業についての変更・
見直し・廃止ということを把握しているのか。

部会長　生産調整は個人の選択にまかされ、参加しない人は自
らの責任でやらねばならないということから、ほとん
どの制度が一旦廃止され農業振興の新たな制度として
出てくるのではないかと思われる。

委　員　各町、農事組織がバラバラであり、また区内での農家
数の減少で、生産調整などお願いするのは難しいと思
うが、合併に際してそこまで考えているのか。

部会長　合併で各町のやり方を統一するのは難しい。福知山で
は、自治組織とは別に農家で構成する農区というもの
を作っている。今、行政や農協と関わる組織の見直し
の時期にきていると考えるが、委員の意見を参考に今
後検討したい。

委　員　米政策の転換と併せて、新市で一元化するべき。
部会長　どういう組織でやるかわからないが、農家のみなさん

からは平成１６年について、来年の秋には方針を出し
てほしいと言われている。農水省の研究会での結論を
踏まえ、平成１５年秋を目途に考えている。

（2）自由討論　合併基本項目（方式、期日、位置）、新市
建設計画の中間案について

主な意見
委　員　この前の協議会で、新市の事務所は峰山町役場で新た

な庁舎建設はしないということであったが、新市にな
って新しい庁舎が必要であれば考えていけるのか。

委　員　新市になって総合計画ができた時、提案されている市
役所の位置をもう一度判断するために、さいたま市に
習って「当分の間」と入れ再提案してほしい。

委　員　この前の協議会では、支所の位置づけについて説明不
足であった。どのように残るのか、またその機能につ
いていつごろ示されるのか。

委　員　治山治水の関係で、堤防決壊、道路陥没など今は各役
場での対応となるが、合併して支所に担当がいなくな
ったら速やかな対応ができず、その間に事故が起きる
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傍聴人数傍聴人数 傍聴人数傍聴人数 傍聴人数傍聴人数 傍聴人数傍聴人数 

第６回　合併協議会 11月２２日（金）PM１：３０～JA久美浜支店 30人 

総務・企画・議会小委員会 10人 １２月 ４日（水）AM９：３０～丹後町役場 10人 １１月１１日（月）PM１：３０～丹後町役場 

〃 10人 １２月１７日（火）AM９：３０～峰山町役場 10人 １１月２７日（水）PM１：３０～峰山町役場 

傍聴人数 傍聴人数 

10人 住民・福祉・教育小委員会 １２月11日（水）PM２：３０～アグリセンター大宮 10人 １１月  ７日（木）PM１：３０～弥栄町役場 

10人 建 設・産業小委員会  １２月１１日（水）AM９：３０～あみの図書館 10人 １１月  ６日（水）PM１：３０～JA久美浜支店 

10人 新市建設計画策定小委員会 １２月１７日（火）PM２：３０～あみの図書館 10人 １１月１５日（金）PM１：３０～アグリセンター大宮 

14


